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東京医療保健大学 大学院学則 

第１章    総   則 

（理念・目的） 

第１条 科学技術に基づく正確な医療保健の学問的教育・研究及び臨床活動を通

じて学際的・国際的視点から医療保健学を伝授し臨床現場における卓越

した実践能力及び研究・教育・管理能力を有する高度専門職業人の育成

を目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本大学院は東京医療保健大学大学院と称する。 

  ２ 本大学院には、医療保健学研究科及び看護学研究科を置く。 

 

（医療保健学研究科の理念・目的） 

第２条の２ 医療保健学研究科においては、「科学技術に基づく正確な医療保健の

学問的教育・研究及び臨床活動」及び「寛容と温かみのある人間性

と生命に対する畏敬の念を尊重する精神」に基づき、「学際的・国際

的な視点から医療保健学を教授し、臨床現場における卓越した実践

能力及び研究・教育・管理能力を持つ高度専門職業人の育成」を図

るとともに、「教育・研究を通して医療保健学の発展に寄与する人材

の育成」を図る。 

 

（看護学研究科の理念・目的） 

第２条の３ 看護学研究科においては、「救急医療などに的確・迅速に対応し、患

者・患者家族の QOL を高めるために、高度な判断力と実践力を通し

て、現代のチーム医療を支えることができる力を持った看護師の育

成」及び「高度な助産実践能力及び女性とその家族を中心にしたケ

アを提供できる自律した助産師の育成を目指し、日本の医療・保健・

福祉に幅広く貢献できる人材の育成」を図る。 

 

（自己評価等） 

第３条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命

を達成するため大学院における教育及び研究活動等について自ら点検及

び評価を行いその結果を公表する。 

  ２ 本大学院に自己点検・評価を行うため、東京医療保健大学大学院自己点

検・評価委員会を独立した特別委員会として設置する。 

  ３ 自己点検・評価に関する事項は別に定める。 
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第２章    研  究  科 

（研究科・専攻・課程及び学生定員） 

第４条 本大学院に設置する研究科・専攻・課程及び学生定員は、次のとおりとする。 

医療保健学研究科 修士課程 博士課程 

医療保健学専攻 
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

２５名 ５０名 ４名 １２名 

 

看護学研究科 修士課程 

看護学専攻 
入学定員 収容定員 

３０名 ６０名 

 

第３章  修業年限、学年、学期、休業日 
（修業年限） 

第５条 修士課程の標準修業年限は２年とする。ただし、在学年限は３年とする。 

２  博士課程の標準修業年限は３年とする。ただし、在学年限は５年とする。 

 

（学年） 

第６条 学年は４月１日にはじまり翌年３月３１日に終了する。 

 

（学期）  

第７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

      前期 ４月１日から９月３０日 

      後期 １０月１日から翌年３月３１日 

 

（１年間の授業期間） 

第８条 各学年の授業を行う期間は、３０週にわたることを原則とする。 

 

（休業日） 

第９条 休業日は次のとおりとする。 

   （１）日曜日。 

   （２）国民の祝日に関する法律に規定する日。 

   （３）その他理事長が指定した日。 

２ 必要であると認める場合は、前項の定めにかかわらず、臨時に休業日を

設け、又は休業日を変更することがある。  

 

 

 



 
 

 3

第４章  入学、休学、退学及び除籍 

（入学の時期） 

第１０条 本大学院の入学の時期は学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第１１条 修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

    （１）大学を卒業した者。 

    （２）学校教育法第１０４条第４項の規定に基づき学士の学位を授与さ

れた者。 

    （３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 

    （４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履

修することにより当該外国の学校教育における１６年の課程を修

了した者。 

    （５）我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国

の学校教育制度において位置づけられた教育施設にあって、文部

科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。 

（６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る） で文部科学大臣

が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。 

（７）文部科学大臣の指定した者。 

（８）本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者。 

   ２ 看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践助産コースに入学できる者 

は、前項に定めるほか、看護師免許取得者または看護師免許取得見込 

みの女子とする。 

３ 博士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

    （１）修士の学位を有する者。 

    （２）外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者。 

    （３）本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認めた者。 

 

（入学の出願） 

第１２条 本大学院に入学を志願する者は、本大学院所定の入学願書に検定料を 

そえて提出しなければならない。 

 

（入学者の選抜） 

第１３条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選抜を行う。 
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（入学手続き及び入学許可） 

第１４条 前条の選抜結果により合格通知を受けたものは、所定の期日まで本 

     大学院所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなけれ 

     ばならない。 

   ２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 

（休学） 

第１５条 病気その他やむ得ない事情のため２ヶ月以上修学できない場合は学長 

の許可を得て休学することができる。 

   ２ 休学期間は、通算して修士課程は２年、博士課程は３年を超えること 

はできない。 

   ３ 休学の期間は第５条の在学年限に算入しない。 

   ４ 休学期間中の学費については別に定める。 

 

（退学及び再入学） 

第１６条 退学しようとする者は、退学を願い出て学長の許可を受けなければな 

らない。 

   ２ 再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料をそえて

提出しなければならない。 

 

（除籍） 

第１７条 次の各号に該当するものは、研究科委員会の議を経て学長が除籍する。 

     （１）第５条に定める在学年限を超えた者。 

     （２）学費を滞納し督促を受けても納入しない者。 

     （３）第１５条に定める休学の期間を超えても復学しない者。 

     （４）死亡した者及び長期間にわたり行方不明の者。 

 

第５章 教育課程及び履修方法等 

（授業科目） 

第１８条 本大学院の授業科目については、修士課程は別表１、別表２－１、別

表２－２、別表２－３及び別表２－４、博士課程は別表３のとおりと

する。 

 

（授業及び研究指導） 

第１９条 修士課程の教育は、授業科目の履修及び修士論文の作成又はこれに代

わる特定の課題の研究に対する指導（以下「研究指導」）によって行う

ものとする。 

   ２ 博士課程の教育は、授業科目の履修及び博士論文の作成に対する指導
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（以下「研究指導」）によって行うものとする。 

   ３ 研究指導についての細目は別に定める。 

 

（教育上特別の必要がある場合の授業及び研究指導） 

第２０条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時

間又は時期において授業又は研究指導を行う等適当な方法により教育

を行うことができる。 

 

（他の大学院等の授業科目の履修） 

第２１条 研究科において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院におい

て履修した授業科目について修得した単位を、１０単位を超えない範

囲で、研究科における授業履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

 

（他の大学院等における研究指導） 

第２２条 研究科において教育上有益と認めるときは、他の大学院等又は研究所

等と予め協議のうえ、学生が当該大学院等又は研究所等において必要

な研究指導を受けることができる。ただし、期間は１年を超えないも

のとする。 

 

（単位） 

第２３条 研究科及び専攻における授業科目の単位数については、修士課程は別

表１、別表２－１、別表２－２、別表２－３及び別表２－４、博士課

程は別表３のとおりとする。 

   ２ 授業科目の履修及び単位の取得方法は、本大学院の履修要綱に準拠す

るものとする。 

   ３ 授業科目の単位の算出は、次の基準によって計算する。 

    （１）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別

に定める授業時間をもって１単位とする。 

    （２）実験及び実習については、３０時間から４５時間までの範囲で別

に定める時間の授業をもって１単位とする。 

 

（単位の認定及び成績の評価） 

第２４条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

     ただし、試験は論文、実技、平素の成績等によってこれに代えること

がある。 

   ２ 医療保健学研究科修士課程の試験の成績及び修士の学位論文審査又は

第１９条の特定の課題についての研究の成果の審査の成績はＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの評語で表し、Ｃ以上を合格とし、Ｄは不合格とする。 
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   ３ 看護学研究科修士課程の試験の成績及び学位論文審査または第１９条

の特定の課題についての研究の成果の審査の成績はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの

評語で表し、Ｃ以上を合格とし、Ｄは不合格とする。 

４ 医療保健学研究科博士課程の学位論文審査及び最終試験の成績は、合

格、不合格とする。 

 

（追試験） 

第２５条 病気その他のやむえない事情により前条第１項の試験を受けなかった

者には、追試験を行うことがある。 

 

（医療保健学研究科の修了要件） 

第２６条 医療保健学研究科修士課程を修了するためには、２年以上在学し、所

定の科目について３０単位以上を修得するとともに、必要な研究指導

を受け、かつ、修士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければな

らない。ただし、研究科細則の定めるところにより、特定の課題につ

いての研究の成果の審査をもって修士の学位論文審査に代えることが

できる。また、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者に関して

は、特例として１年以上在学すれば足りるものとする。 

   ２ 博士課程を修了するためには、３年以上在学し所定の科目について 

１０単位以上を修得するとともに、必要な研究指導を受け、かつ、博

士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。 

 

（看護学研究科の修了要件） 

第２６条の２ 看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践看護コースを修了する

ためには、２年以上在学し、所定の科目について５６単位以上（必

修５２単位、選択４単位）を修得するとともに、必要な研究指導

を受け、かつ、特定の課題についての研究の成果の審査及び最終

試験に合格しなければならない。 

   ２ 看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践助産コースを修了するため

には、２年以上在学し、所定の科目について３３単位以上を修得する

とともに、必要な研究指導を受け、かつ、修士の学位論文審査または

特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格しなけれ

ばならない。 

 

（助産師国家試験受験資格） 

第２６条の３ 看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践助産コースのうち、助

産師国家試験受験資格取得に必要となる単位を含め５８単位以上

を修得し、修了を認定された者は、助産師国家試験の受験資格を

取得できるものとする。 
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（学位の授与） 

第２７条 本大学院の修士課程を修了した者に対し、修士の学位を、博士課程を

修了した者に対し、博士の学位を授与する。 

   ２ 学位に付記する専門領域の名称は次のとおりとする。 

     医療保健学研究科（修士課程） 

      医療保健学専攻   修士（看護マネジメント学） 

                修士（感染制御学） 

                修士（医療栄養学） 

                修士（医療保健情報学） 

                修士（助産学） 

     看護学研究科（修士課程） 

      看護学専攻     修士（看護学） 

                修士（助産学） 

     医療保健学研究科（博士課程） 

      医療保健学専攻   博士（感染制御学） 

 

第６章 検定料、入学料、授業料 

（授業料等の額及び徴収方法） 

第２８条 検定料、入学料、授業料の額及び徴収方法は別に定めるところによる。 

 

第７章 科目等履修生、聴講生、研究生、委託生 

（科目等履修生、聴講生） 

第２９条 本大学院の開設する授業科目を履修もしくは聴講を希望する者に対し

ては、授業の支障のない限り、選考の上、科目等履修生として履修あ

るいは聴講生として聴講を許可することがある。 

   ２ 科目等履修生の入学資格は第１１条に定める者とする。 

   ３ 科目等履修生及び聴講生に関して必要な事項は別に定める。 

 

（研究生、委託生） 

第３０条 本大学院において、特定の研究課題について指導を受けようとする者

については、教育研究に支障のない限り、研究生として受入を許可す

ることがある。 

   ２ 企業、公共機関等から、その所属職員について、特定の授業科目の履

修及び研究指導の委託があったときは、教育研究に支障がない限り、

選考の上、委託生として受入を許可することがある。 

   ３ 研究生、委託生に関し必要な事項は別に定める。  
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第８章 運営組織 

（教職員構成） 

第３１条 本大学院教職員の構成は次のとおりとする。 

学長、副学長、研究科長、専攻主任、教員 

大学経営会議室長、事務局長、事務長 

教務職員、事務職員 

その他必要に応じて役職者を置く。 

 

（大学経営会議） 

第３２条 大学院研究科の経営に関する重要な事項を審議するため、大学経営会

議を置く。 

   ２ 大学経営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

   （１）理事長。 

   （２）理事及び評議員の中から理事長が指名する者７名。 

   （３）研究科委員会構成員の中から及び学長・副学長を含め理事長が指名

する者６名。 

   ３ 理事長は大学経営会議議長となる。 

   ４ 大学経営会議の事務局として大学経営会議室を置く。 

５ 大学経営会議の運営は、これを別に定める。 

６ 大学経営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）中長期計画の策定に関する事項。 

（２）学則その他重要な規則の制定改廃に関する事項。 

（３）大学院予算案の作成及び決算処理の方針に関する事項。 

（４）教員人事に関する事項。 

（５）研究科その他重要な施設・組織の設置改廃に関する事項。 

（６）学生の定員に関する事項。 

（７）その他、重要な事項及び理事会の諮問に関する事項。 

 

（研究科委員会） 

第３３条 次の各号に掲げる事項を審議するため、医療保健学研究科及び看護学

研究科にそれぞれ研究科委員会を置く。 

    （１）入学、休学、退学、除籍、懲戒その他学生の身分に関すること。 

    （２）教育課程及び研究指導に関すること。 

    （３）課程修了及び修士並びに博士の学位に関すること。 

    （４）その他研究科の教育及び研究上必要な事項。 

   ２ 研究科委員会は、研究科担当の専任教授をもって組織する。 

   ３ 研究科委員会の規定は別に定める。 

   ４ 研究科長が必要と認めるときは、研究科委員会の構成員以外のものを
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出席させ、意見を聴取することができる。 

 

第９章 賞  罰 

（表彰） 

第３４条 人物及び学業優秀な者、また学生として模範とするに足る者があると

きは、学長はこれを表彰することがある。 

 

 

（懲戒） 

第３５条 本学の学則または訓育の趣旨に違背した学生に対し必要があると認め

たときは、学長は懲戒することがある。 

   ２ 前項に規定する懲戒の種類は、訓戒、停学及び退学とする。  

 

第１０章 細  則 

（細則） 

第３６条 本学則施行についての細則その他必要な事項は別に定める。 

 

附則 

本学則は平成１９年４月１日から施行する。 

 附則 

本学則は平成２１年４月１日から施行する。 

附則 

本学則は平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

１．第２６条の２（看護学研究科の修了要件）第２項については、平成２２

年１０月２０日から施行する。 

２．第２６条の２（看護学研究科の修了要件）第１項については、平成２３

年４月１日から施行する。 

３．第２６条の２（看護学研究科の修了要件）第２項については、平成２２

年度入学生の修了をもって削除する。 

 附則 

  本学則は平成２４年４月１日から施行する。 



 
 

 10

［別表１］授業科目（医療保健学研究科修士課程） 

 

授業科目名 単位数

必修科目 

医療保健管理学 

総合人間栄養学特論 

安全管理情報学 

サーベイランス特論 

医療経営特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

選択科目 

看護マネ

ジメント

学領域 

組織の経済学 

疫学・保健統計論 

スピリチュアルケア史 

看護マネジメント特論Ⅰ【人材育成】 

看護マネジメント特論Ⅱ【看護情報のマネジメント】 

看護マネジメント特論Ⅲ【人材活用】 

看護マネジメント特論Ⅳ【質保証、リスクマネジメント、クリティカルパス論】 

ケアマネジメント特論 

精神保健学 

看護政策論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

助産学領

域 

臨床助産学特論 

臨床助産学演習 

助産学教育特論 

助産学教育演習 

助産学特論Ⅰ【リプロダクティブヘルス／ライツ】 

助産学特論Ⅱ【ウイメンズヘルス】 

助産学特論Ⅲ【母子保健活動論】 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

感染制御

学領域 

感染制御学特論Ⅰ【洗浄・消毒・滅菌学、ファシリティ・マネ

ジメント学、手指衛生学、周手術期医学、個人用防護具学、

演習】 

感染制御学特論Ⅱ【臨床微生物検査学】 

感染制御看護学特論 

職業感染制御学 

殺菌消毒薬学 

４ 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

医療栄養

学領域 

臨床栄養学特論 

臨床栄養学演習 

ライフステージ栄養学特論 

ライフステージ栄養学特論演習 

医療薬学特論 

臨床消化器特論 

医療食品衛生学 

公衆栄養学特論 

公衆栄養学特論演習 

生体防御機能論 

ニュートリションサポートチーム特論 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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情報その

他領域 

医療情報コミュニケーター論 

医療情報テクノロジー特論 

医療知識処理論 

死生学概論 

２ 

２ 

２ 

２ 

研究演習 
研究演習Ⅰ 

研究演習Ⅱ 

４ 

４ 
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［別表２-１］授業科目（看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践看護コース） 

（平成２２年度入学生限り適用） 

 

科 目 

配当年次及び単位数 １単位 

当たりの

時間数 

必
修 

選
択 

１
年
次 

２
年
次 

診察・診断学特論（包括的健康アセスメント） ２  ２  １５ 

フィジカルアセスメント演習（臨床推論と疾病病態） ２  ２  ３０ 

インフォームドコンセント特論（看護コンサルテーション論） １  １  １５ 

クリティカルケア特論（クリティカルＮＰ特論） ２  ２  １５ 

チーム医療とスキルミックス ２  ２  １５ 

検査におけるスキルミックス実践 １  １  １５ 

検査におけるスキルミックス実践演習 １  １  ３０ 

診断におけるスキルミックス実践 ２  ２  １５ 

診断におけるスキルミックス実践演習 ２  ２  ３０ 

治療方法におけるスキルミックス実践 ２  ２  １５ 

治療方法におけるスキルミックス実践演習 ３  ３  ３０ 

スキルミックス統合実習（統合実習） １２   １２ ４５ 

研究の進め方 ２  ２  １５ 

課題研究（原著論文購読２単位含む） ５  ５ ３０ 

学習援助論（看護教育特論）  ２ ２  １５ 

保健医療福祉システム特論  ２ ２  １５ 

病院経営論（看護管理特論）  ２ ２  １５ 

政策医療特論 ２  ２  １５ 

看護マネジメント実習（スキルアップ実習） ２   ２ ４５ 

専門職と看護倫理 ２  ２  １５ 

臨床薬理学特論 ２  ２  １５ 

解剖生理組織学 ２  ２  １５ 

病態学特論 ２  ２  １５ 

医療安全特論  １  １  １５ 

計 ５２ ６ ３９ １９  
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［別表２-２］授業科目（看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践看護コース）

（平成２３年度入学生から適用） 

 

科 目 

配当年次及び単位数 １単位 

当たりの

時間数 

必
修 

選
択 

１
年
次 

２
年
次 

クリティカルＮＰ特論 １  １  １５ 

人体構造機能論 １  １  １５ 

クリティカル疾病特論 ２  ２  ３０ 

診察・診断学特論（包括的健康アセスメント） ２  ２  ３０ 

フィジカルアセスメント学演習 ２  ２  ３０ 

臨床推論 ２  ２  １５ 

診断のためのＮＰ実践演習 ２  ２  ３０ 

臨床薬理学特論 ２  ２  １５ 

治療のためのＮＰ特論 ２  ２  １５ 

治療のためのＮＰ実践演習 ４  ４  ３０ 

統合実習 １７   １７ ４５ 

医療倫理特論 １  １  １５ 

コンサルテーション・インフォームドコンセント特論 １  １  １５ 

チーム医療とスキルミックス １  １  １５ 

医療安全特論 １  １  １５ 

政策医療特論 ２  ２  １５ 

保健医療福祉システム特論  ２ ２  １５ 

看護教育学特論  ２ ２  １５ 

看護管理学特論  ２ ２  １５ 

研究特論 ２  ２  １５ 

課題研究 ５  ５ ３０ 

原著論文講読 ２  ２  ３０ 

計 ５２ ６ ３６ ２２  

 

 

 

 

 



 
 

 14

［別表２-３］授業科目（看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践助産コース） 

 

科 目 

配当年次及び単位数 １単位 

当たりの

時間数 

必
修 

選
択 

１
年
次 

２
年
次 

基
礎 

助
産
学 

家族社会学特論  １ １  １５ 

乳幼児の成長発達論  １ １  １５ 

助
産
診
断
技
術
学

助産臨床推論（産科救急含む） １  １  １５ 

妊娠期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

分娩期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

新生児期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

生
殖
健
康
学 

ウイメンズヘルス特論 １  １  ３０ 

ウイメンズヘルス演習 

（思春期・成熟期・更年期の性教育） 
２   ２ ３０ 

不妊・遺伝カウンセリング  １ １  ３０ 

国際助産学特論  １ １  １５ 

助
産 

管
理
学 地域助産活動論 ２  ２  １５ 

実
践
助
産
学 

助産実践力発展実習 ３   ３ ４５ 

ＥＢＰＭ探究論 

（エビデンスに基づいた助産実践） 
１   １ １５ 

ＥＢＰＭ展開論 ３   ３ ４５ 

地域助産実践論 ６  ６ ４５ 

共
通
科
目 

医療倫理特論 １  １  １５ 

保健医療福祉システム特論  ２ ２ １５ 

看護教育学特論  ２ ２ １５ 

看護管理学特論  ２ ２ １５ 

研
究 

研究特論 ２  ２  １５ 

助産学特別研究 ５  ５ ３０ 

計 ３０ １０ １４ ２６  
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［別表２-４］授業科目（看護学研究科修士課程看護学専攻高度実践助産コースの 

うち助産師国家試験受験資格取得を目指す者） 

 

科 目 

配当年次及び単位数 
１単位 

当たりの

時間数 
必
修 

選
択 

１
年
次 

２
年
次 

基
礎
助
産
学 

助産学概論 １  １  １５ 

生殖機能学（正常・異常） ２  ２  １５ 

助産薬理学特論 １  １  １５ 

助産栄養学特論  １  １  １５ 

家族社会学特論   １ １  １５ 

乳幼児の成長発達論   １ １  １５ 

助産のためのフィジカルアセスメント １  １  ３０ 

助
産
診
断
技
術
学 

助産臨床推論（産科救急含む） １  １  １５ 

妊娠期診断・技術学Ⅰ ２  ２  １５ 

妊娠期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

分娩期診断・技術学Ⅰ ２  ２  １５ 

分娩期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

産褥期診断・技術学 ２  ２  １５ 

新生児期診断・技術学Ⅰ ２  ２  １５ 

新生児期診断・技術学Ⅱ １  １  １５ 

生
殖
健
康
学 

ウイメンズヘルス特論 １  １  ３０ 

ウイメンズヘルス演習  
（思春期・成熟期・更年期の性教育） 

２   ２ ３０ 

不妊・遺伝カウンセリング  １ １  ３０ 

国際助産学特論  １ １  １５ 

助
産 

管
理
学

助産管理学特論 ２  ２  １５ 

地域助産活動論 ２  ２  １５ 

母
子 

保
健
学

地域母子保健学特論 １  １  １５ 

実
践
助
産
学 

助産学基礎実習 ３  ３  ４５ 

助産実践力開発実習 ５  ５  ４５ 

助産実践力発展実習 ３   ３ ４５ 

ＥＢＰＭ探究論 
（エビデンスに基づいた助産実践） 

１   １ １５ 

ＥＢＰＭ展開論 ３   ３ ４５ 

地域助産実践論 ６  ６ ４５ 
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科 目 

配当年次及び単位数 
１単位 

当たりの

時間数 
必
修 

選
択 

１
年
次 

２
年
次 

共
通
科
目 

医療倫理特論 １  １  １５ 

保健医療福祉システム特論  ２ ２ １５ 

看護教育学特論  ２ ２ １５ 

看護管理学特論  ２ ２ １５ 

研
究

研究特論 ２  ２  １５ 

課題研究 ２  ２ ３０ 

計 ５２ １０ ３９ ２３  
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［別表３］授業科目（医療保健学研究科博士課程） 

 

授業科目名 単位数

必修科目 特別講義 

 

２ 

 

 

研究演習 

 

特別研究Ⅰ 

特別研究Ⅱ 

特別研究Ⅲ 

２ 

４ 

２ 

 


